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判例における学校管理職の諸問題

一学校行事運営と学校管理職一

吉　岡　直　子

　いじめや体罰，不登校などの諸問題が深刻さ

を増して学校，教師の責任が厳しく問われてい

る。学校が子どもの成長・発達を保障するとい

う目的を果たしえていないばかりかむしろこれ

を阻害し，現在たかまっている子どもの権利保

障という大きな動きにも逆行しているのではな

いかと思わせられることも稀ではない。このよ

うな問題状況に対処すべく様々な学校再生の試

みがなされているが，その中で学校という組

織・社会のありようが改めて再検討を迫られて

いる。本稿では以下に述べるような学校行事の

可能性と二面性に着目し，学校行事運営を争点

とする判例を対象に子どもの権利を保障する学

校づくり，そのための学校運営と学校管理職の

あり方を探る。

一　学校行事の特質と法制

　1．学校行事の特質

　教育活動としての学校行事には以下のような

特質が認められる。学校行事は特別活動に属し

各教科，道徳とともに教育課程を構成する。特

別活動は望ましい集団活動を通して，なすこと

によって学ぶ総合的な教育活動であり，教科の

学習の中では得られにくい経験を提供する。学

校行事は子どもにとって楽しい時間であり，「学

校教育と学校週五日制に関する意見調査」（文

部省　1994年3月）によれば「学校生活の中で

楽しいこと」を尋ねる質問に対し学校行事と答

えるものは小学生では71．0％（第二位），中学

生では42．0％（第三位）に上っている。多様で

直接的な体験の不足，人間関係の希薄化など子

どもをめぐる問題状況が指摘されている今日，

特別活動，学校行事が子どもの人格形成に大き

な役割を果たすことが期待されている。

　どのような学校行事を行うかについては個々

の学校に比較的大きな裁量の余地があり，学校

や地域の実態や特色に応じ，親や地域住民との

つながりを生かした学校の独自性を発揮するこ

とが可能である。学校行事は学級の所属を越え

学年や学校全体という大きな単位で取り組まれ

るもので，その運営に当たってはとりわけ全教

職員の協力・協働を必要とする。子どもの主体

的な関与，親や地域住民とのつながり，教職員

の協力・協働の重要性は学校行事に限らず学校

の教育活動すべてにあてはまり，求められてい

ることではあるが，とりわけ学校行事において

その意義は大きいものということができる。

　2．学校行事の法制と展開

　しかし，学校行事がこれとは異なる側面を持

って展開してきたことはその歴史に明らかであ

る。学校行事についての最初の法規定である小

学校祝日大祭日儀式規程（明治24・1981年）に

おける儀式の大半は天皇制と密接に結びついた

国家的行事であった。戦前においては学校の正

規の教育活動は「教科課程」とされ，学校行事

をはじめとする教科外の活動はこれには含まれ

なかったが，事実としてきわめて大きな位置を

占めていた。そのことはのちの国民学校令施行

規則が「儀式，学校行事等ヲ重ンジ之ヲ教科ト

併セー体トシテ教育ノ実ヲ挙グルニカムヘシ」

（昭和16・1941年　1条）の規定からもうかが

える。国家的行事の他にも入学式や卒業証書授

与式，運動会，学芸会などの教育的学校行事，
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それぞれの学校や地域の教育慣行と結びついた

多種多様な学校行事が存在したが，それらも最

終的には国が学校や地域を取り込んでいく形で

展開されたといってよい。学校行事は国家の教

育意志を個々の学校に，さらに学校を通じて家

庭や地域社会に伝達・浸透させる役割を担って

きたのである（1）。

　義務教育制度の整備に伴い校長・教員の職務

権限の明確化（第二次小学校令　明治23・1990

年），校長職の確立（第三次小学校令施行規則

明治334900年）など学校管理運営組織が形

成・確立され，学校行事はこれらを背景に定型

化されていった（2）。学校行事の中核をなす儀

式の詳細についての権限は府県知：事にあり（小

学校祝日第祭日儀式規定8条，のち第三次小学

校令28条），学校行事は府県知事一学校長一教

員という指揮命令関係の中で実施された。

　戦後，学校行事は改めて学校の教育活動の正

規の領域として位置づけられることになる。昭

和26（1951）年の学習指導要領はそれまでの「教

科課程」に代わり「教育課程」という語を用い，

各教科と教科外の活動（小学校，中学校では各

教科と特別教育活動）から構成されるものとし

た。ここでは学校行事について直接言及しては

いないが，遠足・学芸会などを「教科の学習と

関係なく，現に学校が実施しており，また実施

すべきであると思われる教育活動」としてあげ

ている。この時期，どのような行事を行うかは

個々の学校が独自に判断すべきこととされてい

た。昭和33（1958）年の学習指導；要領改訂は官

報告示による法的拘束力の主張，道徳特設など

戦後教育課程行政に重大な転換をもたらした

が，このとき各教科・道徳・特別教育活動と並

んで学校行事等が教育課程の一領域として登場

する。学校行事等は「学校が計画し実施する教

育活動」として子どもの自発的・自治的な活動

を基本とする特別教育活動とは区別された。昭

和43（1968）年改訂において学校行事等と特別

教育活動が特別活動に統合され，教育課程は各

教科・道徳・特別活動の三領域構成となり現在

に至っている。この改訂では学校行事の種類が

明示され，「各種類毎に適宜の行事を取り上げ

て行うものとする。」とされ，学校行事実施に

一定の基準が設けられることになった。学校行

事に対する国家の関与を典型的に示す「日の

丸・君が代」については「儀式などにおいて，

国旗を掲揚し，国歌をせい唱させることが望ま

しい。」（昭和33年）という規定から「入学式や

卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国

旗を掲揚するとともに，国歌を斉唱するよう指

導するものとする。」（平成元年）へと強制の度

を強めてきたことは周知の通りである。学校管

理職は学校の代表者9学校の顔と行政的管理者

という相反する二面的性格を持たされてきた

が，学校管理体制の強化を背景に行政的管理者，

職務上の上司であることが強調されるようにな

り矛盾を強めている。

　現在，多様な学校行事が実施され，入学式や

卒業式などほとんどの学校で行なわれる学校行

事でさえその具体的な内容は個々の学校により

様々に異なっている。学校行事が「学校におけ

る慣習的行事であると同時に，教授・訓育・管

理等の統合態としての学校教育作用を，最も明

確に具象化する領域である（3）」とすれば，ど

のような学校行事をどのように行うか一行事の

選択・決定から計画，実施，評価に至るすべて一

がその学校のあり方を象徴的に示すものともい

うことができるであろう。

二　学校行事運営をめぐる判例と

　　学校管理職

　1．学校行事に関わる判例の存在状況

　現在，教育にかかわる事案や争点を擁する裁

判は教育裁判として一つの裁判領域を形成する

に至っているが，その中で学校行事に関するも

のとして学校事故裁判があげられる。学校事故

裁判は件数も多く教育裁判において大きな位置

を占め，児童・生徒の安全保護，学校・教師の

安全義務にかかわる法理が形成されてきてい

る。裁判では事故に直接関わった教師の責任，

安全義務違反が問われることが大半であるが，

近年では学校全体の管理運営の視点から校長に

全体安全義務があるとするもの，学校組織体と

しての管理安全義務に言及するものも現れ，こ
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れらは学校行事運営という視点からの学校事故

の再検討に示唆を与えるものである（4）。

学校事故以外に学校行事，とりわけその運営を

主要な争点とするものは少ない。いわゆる内申

書訴訟（5）では生徒に対する卒業式出席禁止・

分離卒業式措置の違法性が争点の一つとなっ

た。そこでは卒業式の意義について「（略），こ

のようにいわば人生の一つの節目ともいうべき

ときに当たるのを機に，校長はじめ地域社会の

諸先輩より祝福ならびに有意義な助言の与えら

れる場である。このように，卒業式は単なる始

業式や終業式とは意義が異なり，教育活動その

ものの一環であり，生徒にとっては中学校時代

の最後の学習をする場である。」とし，卒業式

への参加は「生徒の教育を受ける権利すなわち

学習権の内容をなすものというべき」と認めた。

しかし，当該卒業式出席禁止措置については適

法な教育上の規制措置であると判断した。

　学校行事の運営や内容に関するものとして親

が卒業式における君が代斉唱の取消を求めた訴

訟がある（6）。判決は「君が代斉唱計画なるも

のは，原告の主張を前提としてみても，小，中，

高等学校のいずれを問わず，そこで挙行される

入学式，卒業式等の式典における式次第の一部

にすぎないものであって，それ自体はもとより，

これに基づいて計画どおり斉唱が為されても，

そのことによって，原告を始め，当該式典に参

列する児童生徒，父兄，教職員，その他の関係

者のいずれの権利義務になんらの変動を生ずる

ものではないことは，明白なところである。」

として訴えを却下した。係争中の事件として卒

業式における君が代斉唱妨害等を理由とする教

師に対する懲戒処分の取消請求訴訟がある（7）。

学校における日の丸・君が代をめぐる紛争はか

ねてから各地で生起していたが，特に平成元年

の学習指導要領改訂以降，その実施をめぐって

学校と親・地域住民との紛争や教師に対する懲

戒処分の事例が見られる（8）。

　2．学校行事運営に関わる判例

以下で取り上げる事例は学校行事運営を正面か

ら争うものであり，事案としては稀なものなも

のである（9）。本件は広島県下で起こった二つ

の事件を併合審理したもので，いずれも学校行

事運営をめぐる校長・教頭と教師間の紛争に起

因している。二つの事件は職務命令違反，職務

専念義務違反，信用失墜行為を理由とする教職

員に対する懲戒処分の取消を求めるもので，処

分発令及び不服申立が同じ日になされていると

いう形式面での共通性，学校行事運営に関する

ものであり職務命令の発令の存否を争点とする

という実質面での共通性を有している。

　直接の争点は学校行事の実施，参加について

の職務命令の存否及びその適否であり，この点

で本件は教育活動に関する職務命令の是非とい

う教育法上の論点に関わる一連の判例の一つで

ある。以下では各事件についてその概要，当事

者主張及び判決要旨について述べ論点を整理し

た後，本稿の問題関心に引き寄せて学校行事運

営と学校管理職のあり方について本件が示唆し

ているものは何かを検討する。

　（1）筒湯小学校事件

　事実の概要

　昭和54年，尾道市立筒湯小学校では長らく病

気休職中であった校長が年度途中で退職し，新

しい校長が10月1日付けで着任した。年度途中

の校長交代はある程度予想されていところで，

教職員らは教頭が校長に昇格することを希望

し，教育委員会に対してその旨上申していた。

しかし，新しく着任することになった校長は現

教頭が前任校で教頭であったときに教諭であ

り，また，かねてから組合に敵対的な言動を取

っていたことでも知られる人物であった。

着任後，校長と教頭は校長就任式の実施を提案

し協力を要請したが，教職員らは同小学校では

従来から校長の異動の際には校長と教職員との

話し合いを行ってきており，まず新任校長と人

事や同和教育の姿勢等の諸問題についての話し

合い，一定の合意に達した後に就任式を実施す

べきであると主張した。

話し合いは一部門されたものの就任式の予定は

立たず，教頭は10月9日の職員朝会で11日に就

任式を行うと発言した。10月11日の音楽朝会の
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途中で教頭が就任式を始めようとしたが，教職

員らは児童と共に退場し就任式は実施されなか

った。本件は職務命令違反，職務専念義務違反，

信用失墜行為を理由として戒告処分を受けた原

告教師9名（いずれも組合員）が処分の取消を

求めて訴えたものである。

　争点と判決要旨

　被告広島県教育委員会は，教頭は職員朝会及

び音楽朝会において就任式を行う旨の職務命令

を発したと主張する。他方原告は職務命令が発

せられたことはなく，仮に発せられたとしても

職員会議における十分な審議を経ないまま一方

的になされた行事決定は違法であり，本件職務

命令は違法であると主張する。

　判決は教頭は職員朝会において「校長の意を

受けて，同月11日には就任式を行う旨の職務命

令を発したものと認めるのが相当」（音楽朝会

における教頭の発言は独立した職務命令には該

当せず）とした。「確かに，教頭は，職務命令

であるという表現をしたものではないが，前記

認定の経過及びその間の校長や教頭の言動に照

らすと，9日に行えないならば，11日には就任

式を行うとの意志の表明であることは明らかで

あり，その発言の場所及び対象からみて，それ

は，教頭から教職員に対する職務上の指示であ

ることは明確であるから，ことさら職務命令で

あると断らなくとも，職務命令と解することを

妨げるものではないし，内容的にも明確性を欠

くものとはいえない。また教頭において職務命

令であるとの認識を欠いていたと認めるべき事

情も見出し難い。」と判示した。

　職務命令の違法性につき判決は「小学校校長

の就任式は，学校行事め中の儀式的行事に当た

り，これは当然校務に含まれるところ，学校教

育法28条3項は，校長の権限として『校長は，

校務をつかさどり，所属職員を監督する。』と

規定し，全ての校務について校長が決定権を有

することとしている。右校務の中には，条文上

なんらの限定も付されていないことからして教

育活動自体も含まれると解されるところ，就任

式は，筒湯小学校児童に出会いの意義を見つめ

させるという目的を有する教育活動の一環であ

ったはずであるから，その実施に必要ならば，

職務命令発令権者は当然職務命令を発すること

ができると解され，他方，教師が自主的にこれ

に従うかどうかを決定する自由があるとは考え

難い。」「話合いが終わらないかぎり就任式に協

力しないとの姿勢を崩さなかった原告らの態度

を正当ということはできず，これらに対し宗川

教頭が職務命令を発したのも不合理ではなかっ

たと解される。」との判断を示した。職員朝会

当日休暇を取っていた1名につき認容・処分取

消，その他につき棄却。

　（2）船越中学校事件

　事実の概要

　昭和54年，広島市立船越中学校では校舎，屋

内体育館等の落成式を行うことになった。落成

式はPTA委員会で議題となったが，そこで校

長が提案した日時は文化祭と重なるものであっ

たため教職員代表がこれに反対し，委員会は学

校側に日程の調整を求めた。数回にわたって開

かれた職員会議では文化祭への支障を理由に他

の日にして欲しいという意見が圧倒的であった

が，校長は再度開かれたPTA委員会で教職員

の反対意見には触れず，委員会は当初の日程で

の実施を了承した。その後の臨時職員会議でも

この日程での実施に賛成するものは20数名中賛

成2名のみで，10余丁が反対した。その後賛成

ゼロとなったが，校長は「出席したくなければ

出席しなくてもよい」「生徒，先生が参加でき

なくてもやむを得ない。」という趣旨の発言を

している。

　前日及び当日の職員朝会で校長は教職員全員

の落成式参加を指示，当日には教頭が校内放送

で式の実施と出席を呼びかけたが，原告らはこ

れに従わず文化祭の準備を行った。落成式は教

職員24名中6名，生徒539名中86名，来賓約50

名の出席で実施された。本件は職務命令違反，

職務専念義務違反，信用失墜行為を理由として

戒告処分を受けた教師3名が処分の取消を求め

て訴えたものである。

　争点と判決要旨

　被告広島県教育委員会は校長及び教頭は職員
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朝会や校内放送等により二度にわたり職務命令

を発したと主張する。原告は当該職務命令は明

確性を欠いており無効である，本件落成式はP

TAを実施主体とする学校行事外の行事であ

り，かかる行事に関してなされた職務命令は違

法であると主張する。

　判決は「校長及び教頭は，10月1日以降，度々

11月1日に落成式を行う旨の提案をし，教職員

らの反対に遇うと一旦はPTAに持ち帰るよう

な態度を示しながら，さらに同様の提案を繰り

返してきたもので，その間に11月1日に落成式

を行うについての既成事実を積み重ねてゆきな

がらも，出席するようにお願いはするが，出ら

れないものは仕方がない，との態度で終止した

ものと認められ，それ以上に当然出席すべきも

のであるとの意思表示はしなかったものであ

る。」「佐々木校長が，このように曖昧な態度を

とり続けたのは，もともと落成式を行うとの決

定自体が唐突であり，通常の手続きも踏んでお

らず，また，日程の決め方も一方的なものであ

ったから，反対する教職員を説得することが困

難であったからと推認できる。」

　「そうだとすると，10，月31日の佐々木校長の

指示は，落成式が学校行事であり，教職員が全

員出席しなければならないものとの明確な指示

ではなかったのであるから，職務命令とは言え

ないというべきである。」と判断した。認容。

三　学校行事運営と学校管理職

　1．学校行事と職務命令

　（1）職務命令の法的問題

　地方公務員法32条は「職員は，その職務を遂

行するに当たって，法令，条例，地方公共団体

の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に

従い，且つ，上司の職務上の命令に忠実に従わ

なければならない。」と定めている（同旨　国

家公務員法98条）。とりわけ問題となってきた

のが同条後段の命令服従義務である。

　伝統的行政法学説はこの命令服従義務の法的

根拠を公法上の特別権力関係に求めてきたが，

今日特別権力関係論は理論的にほぼ克服された

といってよく，職務命令権は法令との関係にお

いて制限的に理解されるに至っている。戦前の

官公吏が天皇の官吏として包括的かつ無定量の

服従義務を負うものとされていたのに対し（10），

現行憲法下の公務員制度は憲法に基づく民主的

かつ職能的な制度であり，命令服従義務も職務

に必要な限度においてのみ認められる。

職務命令を適法たらしめる形式的要件として

（1）上司の発するものであること，（2）命令

が上司の権限に属し，命令を受ける部下の公務

員の職務に関するものであること，（3）形式

上適法な手続で評せられるものであること，実

質的要件として内容が憲法及び法令に違反しな

いものであることがある。違法な職務命令にも

服従する義務があるか否かについては形式要件

説，重大明白i暇疵説，明白蝦例説，違法説，非

訓令的職務命令違法説の諸説がある。現在，重

大明白平平説，明白蝦学説が有力で，行政実例

は国家公務員につき「職員は，職務命令が客観

的に違法であると認められる場合を除き，これ

を拒否することはできないものと解する。」（行

政実例昭和25年1月30日）とし，判例も職務命

令の「重大かつ明白なi暇疵」あるいは「明白な

違法性」がある場合にのみ服従義務を否定する

傾向にある（11）。

　先例のうち教育に関するものとして区立堀船

小学校長勤評不提出事件判決（12）は，「職務命

令の内容についてもその形式についてと同じ

く，受命公務員は，単にその内容が法律上不能

を命ずる場合に限らず，その他の重大かつ明白

な蝦疵を理由に，その無効を判断することがで

きるものといわなければならない。」「本件勤務

評定規則および勤務評定実施要領ならびに本件

職務命令は，その形式要件，実質要件ともに，

重大かつ明白な欠鉄は認められないから，その

適法性は推定され，従って控訴人はこれに服従

する義務があるものといわねばならない。」と

いう判断を示している。

　佐伯町立津田小学槙研修命令・校務分掌外し

事件広島地裁判決（13）は「当該職務命令に蝦疵

がある場合でも，何人が見ても違法であること

が明白であり，それに服従すれば違法な行為を

行う結果となるといったような場合を除き，こ
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れに服従する義務があると解するのが相当」と

し，校長が教諭に対してなした研修命令は勤務

すべき場所の変更を伴う長期間のもので校長に

は発令権限がなく違法であり職務命令に蝦疵が

あることを認めたが，「いまだ違法であること

が明白であり，かっこれに服従すれば違法な行

為を行う結果になるということはできないか

ら，右職務命令に対する不服従は懲戒事由に当

たる」とした。

　（2）職務命令の明確性

　本件両事件は受命者である教職員に命令を受

けたという認識がない，発令者においても紛争

当時職務命令を発したという明確な認識が見ら

れないという点で共通しており，職務命令の存

否，明確性の欠如が第一の争点となった

　船越中学校事件では教師が「それは職務命令

か」と何度も確認し，校長がその都度これを否

定しているという事実が認定されており，判決

は同事件について職務命令は発せられなかった

ものと判断した。筒湯小学校事件では発令者と

される教頭自身，人事委員会の審理において職

務命令と認識していなかったと述べているので

あるが，判決は「その発言の場所及び対象から

みて，それは，教頭から教職員に対する職務上

の指示であることは明確であるから，ことさら

職務命令であると断らなくとも，職務命令と解

することを妨げるものではないし，内容的にも

明確性を欠くものとはいえない。また，宗川教

頭において職務命令であるとの認識を欠いてい

たと認めるべき事情も見い出しがたい。」とし

た。職務命令は文書，口頭のいずれによっても

博せられることができるものとされているが，

命令者・受命者双方が職務命令を客観的に認識

できるような状態で，その発動が明確に判断し

うる方法と内容をもって発せられねばならず，

発令者の主観に帰せられるてはならない。職務

命令には事実上の拘束力がありこれに対する違

反は教職員に対する懲戒事由となるものである

から，職務命令の明確性はより厳密に判断され

るべきである。

　本件両：事件では紛争時職務命令は当事者間で

は問題になっていなかったこと，職務命令違反

が浮上するのは教育委員会が関与するようにな

ってからであることが大きな特徴である（14）。

この時点で争点は具体的な学校行事運営のあり

方を離れ，教育委員会対組合という図式の紛争

に変質してしまった。そこでは論点の如何に関

わらず，校長・教頭の指示はいつでも職務命令

となりうることを前提に指揮命令の関係を貫徹

させること，すなわち職務命令体制の確立が至

上命題とされたといってよいであろう。職務上

の指示であることをもって職務命令の成立を認

めるとすれば，職務命令であることを明確に否

定しないかぎり，あらゆる発言が職務命令と見

なされるおそれがある。教育活動において日常

的になされる職務上の指示が直ちに職務命令と

なるとすれば教師の自主的な教育活動の余地は

なくなることになる。まさにこの点が教育にお

ける職務命令の問題点となってきたのである

が，判決はこれについては一切触れられなかった。

　（3）校長の校務決定権と職務命令

　本件における職務命令は学校行事の実施，参

加という教育内容・方法に関わるものである。

1970年代以降，職務命令の内容に質的変化が現

れ，教職員の服務関係だけでなく教育内容その

ものに対する職務命令が増加し教育活動面を含

めての職務命令体制が形成され，教育活動に対

する職務命令は研修，校務分掌，教育内容の三

つに関わる場面で登場してくるようになったこ

とが指摘されている（15）。

　船越中学校事件では職務命令の存在そのもの

が否定されたため，その違法性については論じ

られなかった。筒湯小学校事件では職務命令の

違法性につき原告は「就任式や落成式のような

教育の内的事項としての全学的教育活動に関し

ては，現行法上，教師の教育権が保障されてい

るから，上司はそもそも職務命令によって所属

教員に対して，学校行事への参加を強制するこ

とはできない。」と主張し，他方，被告は小学

校校長の就任式は儀式的行事にあたるもので，

「就任式などの学校行事は，当然校務に含まれ

るから，教職員はその挙行に協同しなければな
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らず，また，上司は，その挙行に必要ならば，

教職員に対して職務命令を発することができ

る。」と主張する。

　判決は「小学校校長の就任式は，学校行事の

中の儀式的行事に当たり，これは当然校務に含

まれるところ，学校教育法28条3項は，校長の

権限として『校長は，校務をつかさどり，所属

職員を監督する。』と規定し，全ての校務につ

いて校長が決定権を有することとしている。右

校務の中には，条文上なんらの限定も付されて

いないことからして教育活動自体も含まれると

解されるところ，就任式は，筒湯小学校児童に

出会いの意義を見つめさせるという目的を有す

る教育活動の一環であったはずであるから，そ

の実施に必要ならば，職務命令発令権者は当然

職務命令を発することができると解され，他方，

教師が自主的にこれに従うかどうかを決定する

自由があるとは考え難い。」と判示し，「就任式

は，新しい校長が着任したことを児童らに知ら

せると共に，校長が児童に挨拶をする儀式であ

るから，それに先立って，校長と教職員が話し

合いをしなければならない必然性は見い出しが

たいところである。」「以上の点を考えると，話

合いが終わらないかぎり就任式に協力しないと

の姿勢を崩さなかった原告らの態度を正当とい

うことはできず，これらに対し宗川教頭が職務

命令を発したのも不合理ではなかったと解され

る。」との判断を示した。

　校務の性格と範囲について重大な意見の対立

があることは周知の通りである。従来の判例の

大半は校務には教師が行う教育活動が含まれる

という解釈をとっている。しかし問題はこのよ

うな校務解釈から校長の校務決定権行使のあり

方を一律に導きだすことはできないという点に

ある。

　この点について踏み込んだ判断を示したもの

に宮崎第二大宮高校事件宮崎地裁判決がある（16）。

判決は「（学校教育法28条によれば）校長がす

べての校務につき決定権があることになる。」

としながらも，校務の中には「教育課程編成，

全校的な教材選択，生活指導の方針など，それ

自体教育内容を規定する全校的教育事項ともい

うべき事務」が含まれ，これが「個々の教師の

教育活動と密接に関連するうえに，教育専門的

知識・経験の豊富な専門家によって多面的に検

討されることを要する事柄であることからする

と，校長に最終的な決定権はあるとはいえ，そ

の一存で決定されるのは相当ではないというべ

きである。」「教師の教育に関する自主性・主体

性は，（略）全校的教育事項の内容の決定につ

いても十分尊重されるべき」であり，従って「学

校教育法上は，明文の規定はないものの，教師

の自主性，教育専門家としての知識，経験を尊

重する立場から，全校的教育事項については，

その決定手続において校長を含む教師集団の討

議を経ることが望ましく，その討議の場として，

広く全国の小・中・高の学校において学校内組

織として職員会議が設置されているところであ

る。」

　校長の職務命令についても学校教育法の規定

によれば「校長が校務掌理者として校務につき

決定権を有し，校務を掌理するうえで教師を指

導監督する権限を有することが明らかであり，

校務の中には教育課程の編成などの全校的教育

事項が含まれる」としつつも「校長が右の監督

権を行使するに当たっては，なるべく先輩教師

としての指導助言により，それがなんらかの事

情により効を奏しないなど，例外的な場合に限

って職務命令を発するという運用が望ましいこ

とはいうまでもないところ」と判示している。

校長の校務決定権がどのように行使されるべき

かが本質的な問題であるとすれば（17），上記判

決も指摘するように校務決定に際して指導助言

を前提に教職員の合意形成のルールが確立され

ていたか，その努力がどれほど払われたかが重

要なのである。学校教育法が規定しているのは

「校務をつかさどる」ということのみで，校長

の校務決定権行使のあり方については教育のあ

りようないし条理に即した解釈が求められる。

　2．学校行事運営の特質と課題

　学校行事は子どもの主体的関与（それは当然

に行事の教育的価値の吟味を前提とする），親

及び地域住民・地域社会とのつながり，教職員
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の協働が不可欠であり学校行事運営におけるそ

の重要性については冒頭に述べた通りである。

子どもの主体的関与，親・地域住民，地域社会

とのつながりを要件として学校行事の教育的価

値を確認し，個々の学校の教育実践の中にそれ

を位置づけていくことが学校行事運営の大前提

であろう。このような共通認識にたってそれら

を支える教職員の体制が確立されることにな

る。すなわち，目標を共有したうえでの役割分

担が求められる。これらは学校の教育活動全般

に妥当することであるが，学校行事が学年全体，

学校全体で行なわれるものであるだけに，この

ことはとりわけ重要となる。

　筒湯小学校事件では校長就任式という行事の

教育的価値，それが子どもにとってどのような

意味を持つかについてどれほど論議されたのか

は判決からは明らかではない。学校行事運営に

おいてともすれば子どもの存在が希薄に見える

のは学校行：事が特別活動の中でやや特異な性格

を付与されてきたことと無縁ではないであろ

う。昭和33年学習指導要領改訂において教育課

程が各教科，道徳，特別教育活動，学校行事等

の四領域編成となった際，学校行事は「学校が

計画し，実施する教育活動」とされ，児童生徒

の自発的・自治的な活動を基本とする特別教育

活動とは区別されるものであることが強調され

た。「学校が計画し，実施する」という表現は

昭和43年の学習指導要領以降姿を消したが，「学

校行事は，児童会活動やクラブ活動などにおけ

るような児童の自発的，自治的な活動を特質と

するものではない。」（18）「学校行事は，学校が

計画し実施する行事であるが，生徒が参加し協

力することによって行なわれる教育活動である

ため，生徒の自主的，実践的な活動は不可欠な

ものである。」q9）という記述にも明らかなよう

にこの考え方は現在にも受け継がれている。児

童の積極的な参加への配慮は強調されているも

のの，学校行事においては学校・教師の指導性

がその他の特別活動に比べ強く意識されてお

り，この傾向はとりわけ儀式的行事において強

いようである。

　船越中学校事件では文化祭と日程が重なるこ

と，建築工事中に在籍した卒業生も参加できる

ような日程にしてはどうか等の意見が教職員の

中から出されており，行事の教育的意義や子ど

もの参加についてある程度議論に上ったことが

うかがえる。結果的にこのような意見が取り入

れられず行事は子ども不在のまま強行されたの

であるが，ここには学校と地域との関わりがゆ

がみを帯びたものであったことが見て取れる。

　学校行事の申には運動会のように地域の行事

として定着してきたものがあり，また地域の独

自性を取り入れたその学校に固有の行事も増加

してきている。学校教育の内容や運営への親や

住民の参加は今日緊急の課題の一つとなってお

り，学校の閉鎖性を克服し，開かれた学校づく

りが求められている。学校行事は学校の教育活

動の中でも親や住民が親しみやすく，参加しや

すいものであり，親や地域住民の学校参加の糸

口となることが期待される（20）。しかし開かれ

た学校づくりが外部の要請に安易に妥協するこ

とを意味しないことはいうまでもない。親や住

民，学校が対等の当事者としてそれぞれの権限

と責任を明確にしつつ協力していくことこそが

求められている。そこで学校には教育専門性に

基づく主体性を確保することが要請される。学

校管理職・校長は対外的に学校を代表する責任

と権限を有し，地域その他外部との調整の役割

を担い，学校内部に対しては教育専門性に基づ

く合意形成のリーダーシップを取ることにな

る。

　学校行事は学年や学校全体で行うものであ

り，全教職員の協力体制を確立する必要がある。

それは教職員全体が学校の意思形成に参加し，

それを共通に理解，認識したうえで役割分担を

することを意味する。筒湯小学校では学校行事

について担当者一担当委員会（研究推進委員会）

一職員会議，船越中学校でも担当部会一職員会

議というルートが定着していた。行事の計画，

決定においてこれらの手続がきわめて不十分で

あったことが紛争につながる大きな要因となっ

ている。大多数の学校には職員会議をはじめ各

種校内組織（校内委員会）が置かれ教育計画や

学校行事の企画・実施・変更等の学校運営全般
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の協議決定に当たっている。これらの校内組織

が存在してきたのは教育活動について具体的に

論議し，決定する場が学校には必要不可欠であ

ったからにほかならない。このような合意形成

の過程を経ず，成員の共通理解を得ない決定は

それが教育的妥当性を有するものであるとして

も脆いものとなるおそれがある。合意に基づく

教職員の支持が校長の代表性に実質的基盤を与

えるものとなるであろう。
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